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4. エネルギー・インフラ：洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関
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7. 危機管理・コンプライアンス：誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関する

ワーキンググループ、今後の検討の方向性を公表

8. 一般民事・債権管理：経済産業省・金融庁・財務省、「挑戦する中小企業応援

パッケージ」を公表
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10. キャピタル・マーケッツ：S-1 方式に関する開示府令等改正案に係るパブリッ

クコメント結果が公表

11. 税務：経産省、令和 6 年度税制改正要望においてストックオプション税制の拡

充を要望

12. 中国・アジア（ベトナム）：労働許可証の取得に関するルールの変更

13. 新興国（中東）：サウジアラビアの成文民法典制定

14. 国際訴訟・仲裁：米国連邦最高裁判所が国際仲裁における米国ディスカバリーの

利用可能性について判示

15. 国際通商／経済安全保障：米国、CHIPS プラス法の国家安全保障ガードレールを

実施する最終規則を発表

1. はじめに

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたび、森・濱田松本法律事務所では、各分野の近時のリーガルニュースを集めて、

Client Alert 2023 年 10 月号（Vol.118）を作成いたしました。実務における一助となれ

ば幸いに存じます。 

2. 知的財産法：新 AI 事業者ガイドライン スケルトン（案）の公表等

2023 年 9 月 8 日開催の内閣府 AI 戦略会議第 5 回の資料として、「新 AI 事業者ガイド

ライン スケルトン（案）」が公表されました。本スケルトン（案）は、新 AI 事業者ガ

イドラインに関する議論・検討過程の透明性を高めるために、現在議論・検討中である

ガイドラインの項目立て及び記載内容案の概要を示すものとなっています。大項目は以

https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/ai_senryaku.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/5kai/gaidorain.pdf
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/5kai/gaidorain.pdf
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下のとおりであり、開発・運用・利用の各当事者向けの項目が設けられており、末尾に

は、チェックリストがつけられるような構成が想定されています。本ガイドラインが策

定されれば、実務上、様々な企業が参照することになると思われ、今後の策定動向が注

目されます。 

第 1 部 AI とは  

第 2 部 AI 開発から運用・利用にあたってのガバナンス 

第 3 部 AI のアルゴリズム開発者向け 

第 4 部 AI の学習実施者向け 

第 5 部 AI システム・サービス実装者向け 

第 6 部 AI を活用したサービス実施者向け 

第 7 部 業務で AI を利用する者向け 

別紙（契約上の留意事項・チェックリスト） 

 

なお、同戦略会議では、G7 広島 AI プロセス 閣僚級会合の概要として、2023 年 9 月

7 日に「G7 広島 AI プロセス G7 デジタル・技術閣僚声明」が採択されたことも報告さ

れています。同閣僚声明の付属書には、OECD が、G7 加盟国へのアンケートの結果等

を取り纏めた、「生成 AI に関する G7 の共通理解に向けた OECD レポート」（英文）

がリンクされており、国際的な生成 AI の規制に関する動向把握の参考になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 競争法／独禁法：米国の役員兼任規制の執行の活発化 

 

近時、米国において、役員兼任の規制に対する執行が活発化しています。米国のクレ

イトン法 8 条では、次の要件を満たす 2 以上の会社における取締役又は役員の兼任が禁

止されています（「本件兼任規制」）12 

(1) 各社が商業取引に従事していること 

(2) 各社が互いに競合する事業を営んでおり、これらの会社間の競争を排除する協定が

反トラスト法違反となること 

 
1 100%親子会社の関係にある会社間の兼任の場合は、本件兼任規制は適用がないとした裁判例が存在し

ますが、それ以外のグループ会社間での兼任がどう判断されるかについてはいまだ不透明です。 
2 取締役・役員就任当初は本件兼任規制に違反していなかったものの、途中で本件兼任規制違反に該当

することになった場合、本件兼任規制違反に該当することになった日から 1 年間、本件兼任規制違反を

解消する猶予期間が与えられます。 
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https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_senryaku/5kai/kakuryoukyuu.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000900471.pdf
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000277.html
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/g7-hiroshima-process-on-generative-artificial-intelligence-ai_bf3c0c60-en
mailto:yoshifumi.onodera@mhm-global.com
mailto:hiroyuki.tanaka@mhm-global.com
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(3) 各社の資本金・剰余金・未処分利益の合計がいずれも 4,525 万 7,000 ドル超である

こと（金額基準は 2023 年のもの） 

また、以下のいずれかに当てはまる場合は会社間の競争が小さいものとして、本件兼

任規制の適用除外とされています。 

① いずれかの会社について、競合する事業の売上高（競合する商品役務の売上高3。

以下同じ。）が 452 万 5,700 ドルを下回ること 

② いずれかの会社について、競合する事業の売上高が、当該会社の総売上高の 2%を

下回ること 

③ いずれの会社においても、競合する事業の売上高が、各社の総売上高の 4%を下回

ること 

本件兼任規制に違反した場合、米国競争当局である DOJ・FTC は、取締役又は役員

からの辞任を要求することができます。 

本件兼任規制は、1914 年から存在していましたが、近年まで米競争当局は同規制に

基づく執行については消極的でした。しかし、2021 年頃より、競争当局による本件兼

任規制違反の懸念を受けて役員兼任を解消する事例が公表され始め、2022 年には、

DOJ・FTC は、それまでのアプローチを変更し、本件兼任規制違反に関する執行に力を

入れていく方針を示唆しました。実際、当該方針のとおり、2022 年及び 2023 年（直近

では 8 月）にも、DOJ・FTC より、本件兼任規制違反の懸念から役員兼任を解消させた

事例が公表される等、ここ数年で同規制違反の執行事例が増えてきています。 

日本の独禁法においても、役員兼任に関する規制はあるものの、違法とされるのは、

兼任により一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合に限られています（独

禁法 13 条）。他方で、米国における本件兼任規制は、形式的な要件を満たせば違法とな

り、競争の実質的な制限までは必要とされていない点で、より厳しい規制であるといえ

ます。 

米国における本件兼任規制については、これまでは、執行事例が乏しかったこともあ

り比較的軽視されがちな規制となっていました。しかし、上記のとおり米競争当局によ

る本件兼任規制に対する執行が活発化していますので、米国企業からの役員招聘等役員

の兼任を検討する際には、本件兼任規制に違反することがないかを慎重に検討する必要

性が高まっているといえます。 

 
3 当該売上高が米国外における売上高を含むかについては明らかとなっていません。 
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mailto:hideki.utsunomiya@mhm-global.com
mailto:saori.takekoshi@mhm-global.com
mailto:shingo.ushirogata@mhm-global.com
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4. エネルギー・インフラ：洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在

り方に関する検討会の取りまとめの公表 
 

2023 年 8 月、環境省から「洋上風力発電に係る新たな環境アセスメント制度の在り

方について」（「本取りまとめ」）が公表されました4。 

本取りまとめは、洋上風力発電における日本版セントラル方式の導入を見据えて、再

エネ海域利用法と環境影響評価法の検討内容の重複や、同一海域における複数事業者に

よる環境アセスメント手続の乱立といった課題を解消しつつ、洋上風力発電における環

境影響予測の不確実性5解消のための科学的知見の蓄積・共有や、関係者とのコミュニ

ケーションの確保にも配慮し、将来的には EEZ における同手続6にも適用され得る制度

として、洋上風力発電における新たな環境影響評価の制度を提案するものです。 

 

(1) 新制度の概要とポイント 

新制度では、①区域選定における環境配慮手続、②環境アセスメント等の設計手続、

③現地調査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等につ

いては、国が行うものとされ、再エネ海域利用法に基づく公募で選定された事業者

（「選定事業者」）は、上記①から③の結果を踏まえて、環境影響評価準備書7（「準備

書」）以降の手続を行うものとされています。 

 

① 区域選定における環境配慮手続 

都道府県からの情報提供等に基づき洋上風力発電事業が見込まれる区域について、

環境省は、文献調査及び簡易な手法による予測・評価を、有識者からの情報収集・

意見聴取8に基づき行った上で、この結果が再エネ海域利用法における有望区域検討

のプロセスに適切に反映されるよう、資源エネルギー庁・国土交通省と必要な調整9

を行います。 

 
4 https://www.env.go.jp/press/press_02075.html 
5 本取りまとめにおいては、洋上風力発電の環境影響に係る不確実性への対応の観点から、環境省及び

事業者が、工事中及び稼働中において、事業の実施に係る実際の環境影響を把握し、環境影響に関する

予測・評価手法及びそれを踏まえた環境保全措置に係る知見を充実させ、環境影響に関する予見可能性

を高め、長期的に洋上風力事業全体の環境配慮の確保等のために必要なモニタリング（環境アセス法に

基づく「事後調査」と「環境監視」の双方を意味します。）を行うこととされ、モニタリングの種類、

内容の検討・決定方法、結果の一元的管理及び科学的知見の充実に向けた活用等、重大な影響が確認さ

れた場合の対応の検討、技術的知見等の整理、国際法上の義務との関係等につき、取りまとめられてい

ます。 
6 EEZ における環境アセスメントについては、EEZ の海域を管轄する地方公共団体が存在しない等と

いった差異はあるものの、基本的には領海内における制度と同様の考え方が妥当し、法的手続の如何に

かかわらず関係地域の懸念を踏まえて対応することや、今後具体化が図られるであろう EEZ における洋

上風力発電の展開を可能とする法制度と環境アセスメント制度の連携が図られることの必要性が示され

ています。 
7 現行の環境影響評価法における、環境影響評価書の「案」を指す名称です。 
8 情報管理の観点から、具体的な区域が明らかにされていない段階においては、当該情報収集等は、非

公開で実施され、事後的に結果が公表されることになります。 
9 具体的には、事業計画における事業諸元の決定段階において配慮してもなお重大な影響の回避・提言

が図られないおそれがあり、区域に選定することが適切でない部分が存在すると環境省が判断する場合

においては、有望区域から当該部分が除外されるよう調整されます。 

https://www.env.go.jp/press/press_02075.html
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② 環境アセスメント等の設計手続10 

環境省は、上記①の区域選定における環境配慮の検討と並行して、環境アセスメ

ント等の設計書案（「設計書案」）を策定します。設計書案は、上記①の区域選定に

おける環境配慮手続の結果や、有識者からの情報収集・意見聴取の結果を踏まえ、

事業の特性・海域の状況に応じて取りまとめられます11。 

環境省は、原則として有望区域が公表された後、設計書案を公表し、説明会を実

施した上で、経済産業省、地方公共団体、住民その他環境保全の見地から意見を有

する者からの情報収集、意見聴取を実施します。 

その後環境省は、聴取した意見等をもとに、設計書案の検討・修正等を行い、環

境アセスメント等の設計書（「設計書」）として確定し、公表します。 

 

③ 現地調査結果を踏まえた環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定等 

環境省は、上記②の手続により確定した設計書において記載したところに従い現

地調査等を行い、その結果に基づき環境影響が懸念される事項について、再エネ海

域利用法における促進区域の指定や選定事業者による事業計画に適切に反映され、

必要な措置がとられるよう、資源エネルギー庁・国土交通省との間で必要な調整を

行います。また、環境省は、環境影響が懸念される項目の選別・対応方針の決定の

結果及びそれを踏まえた調整結果について、各々の促進区域指定プロセスにおいて、

適切に公表を行います。 

 

④ 選定事業者による環境アセスメント手続 

選定事業者は、具体的な事業諸元を含む事業計画に係る環境アセスメント手続を、

上記②の設計書に基づき、上記③の現地調査等の結果及び環境影響が懸念される項

目の選別・対応方針の決定の結果を活用して実施し、準備書を取りまとめ12、公表す

るとともに、適切な方法で説明会を実施して、住民等一定の者から情報収集・意見

聴取を行います。 

選定事業者は、環境省の意見を踏まえた経済産業省の勧告や、聴取した意見等を

もとに、準備書の内容について修正等を行い、環境影響評価書（「評価書」）を作成

します。 

 
10 再エネ海域利用法の区域選定プロセスの進行に合わせ、適切に環境アセスメントのプロセスを進める

ため、当該手続は、上記①の環境配慮手続における検討と並行して実施されることが予定されています。 
11  設計書案には、区域選定における環境配慮手続の結果と、これを踏まえた環境アセスメントの項目や

方法、モニタリングの項目や考え方が、海域の状況や事業形態に応じて記載されます。 
12 準備書には、モニタリングについて、設計書案で示された考え方を踏まえ、現地調査結果を活用し実

施した予測・評価及び講じることとする環境保全措置に鑑み必要となる内容を記載するとともに、設計

書案の検討時には予見できなかった事情変更（選定事業者の判断により、より適正な環境配慮を確保す

る観点から追加的な現地調査を実施した場合や海域の詳細な地盤調査の際に得られた新たな環境情報の

取得等）があった場合には、設計書に記載された環境アセスメントの方法等の補正を行った上で、その

旨を、追加調査の結果とともに記載することとされています。 



 
 

   Client Alert 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

6 
 

経済産業省は、評価書の内容について確認し、適正な環境配慮が確保されている

ことが確認されれば評価書が確定され、選定事業者は、確定された評価書を公表し

ます。 

 

(2) その他の論点 

新たな環境アセスメント制度の導入に関してのその他の論点として、適切な経過措

置に関する点と、国の責任に関する点が挙げられています。このうち後者については、

国が法令で定められた手続にのっとり職務上必要な注意義務を全うしている限り、そ

の後事業者が選定された後に判明した新たな環境情報等に基づく追加調査が必要と

なった場合においても、基本的に事業者に対して法的責任を負うものではないとの考

え方が示されています。また、現地調査等を外部に委託した場合には、委託先の過失

等によるデータの過誤等の責任につき、事業者との関係においても当該委託先が免責

されないよう契約上の留意を注意深く講じることが必要ともされています。 

 

本取りまとめに示された新制度については、必要な法整備の検討を含めた「早期の実

現に向けた取組を速やかに進めるべき」とされており、新制度が洋上風力発電の推進と

適切な環境アセスの実現に向け、速やかに導入されることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 労働法：心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正について 

 

2023 年 9 月 1 日、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を改

正（「本改正」）し、厚生労働省基準局長から都道府県労働局長宛の通知がなされました。

本改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の

労災認定の基準に関する専門検討会」（「本検討会」）による検討がなされたものであり、

その内容は、同年 7 月に公表された本検討会による報告書で取りまとめられたとおりで、

具体的には以下の内容が含まれます。 

➢ 業務による心理的負荷評価表の見直し 

 具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」

（いわゆるカスタマーハラスメント） 

パートナー 小林 卓泰 

 03-5223-7768 

 takahiro.kobayashi@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 鮫島 裕貴 

 03-5220-1858 

 yuki.sameshima@mhm-global.com 
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 具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を

追加 

 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充（パワーハラスメ

ントの 6 類型すべての具体例の明記等） 

➢ 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し 

 悪化前おおむね 6 ヶ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による

強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因

性を認める 

➢ 医学意見の収集方法を効率化 

 専門医 3 名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き

1 名の意見で決定できるよう変更 

今後、心理的負荷による精神障害に係る労災認定は、本改正を踏まえた労災認定基準

によって行われることになります。そのため、企業においては、安全配慮義務違反の有

無を検討する際にも、本改正後の労災認定基準を参照する必要があります。 

 

 

 

 

6. 会社法：東証「英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果」

を公表 

 

2023 年 8 月 31 日、東京証券取引所（「東証」）は、「英文開示に関する海外投資家ア

ンケート調査結果の公表について」（「本調査結果」）を公表しました。本調査結果は、

海外の機関投資家を対象として日本の上場企業による英文開示について実施したアン

ケートの結果をまとめたものです。 

本調査結果では、英文開示について回答者の 75%が「改善している」又は「やや改善

している」と回答し、取組の進展を肯定的に評価している一方で、72%（日本語スタッ

フがいない場合は 84%）が、現状について「不満」又は「やや不満」と回答し、開示の

タイミングが遅いことや中小型株における英文開示の不足を挙げる意見が多くみられ

ました。また、69%が英文開示が不十分なことにより IR ミーティングの対話が深まら

なかったと回答し、41%が英文開示が不十分な上場企業をディスカウントして評価、

35%が投資対象から除外、28%が投資のウェイトを減らしたと回答する等、投資行動に

直接的な影響を与えたと回答しました。また、英文開示を必要とする資料について、89%

パートナー 荒井 太一 

 03-5220-1853 

 taichi.arai@mhm-global.com 

アソシエイト 澤 和樹 

 03-6212-8387 
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が決算短信、87%が IR 説明会資料、85%が有価証券報告書と回答しました。英文開示

がない場合は投資しないとする「必須」の回答割合も、決算短信では 72%、次いで IR

説明会資料について 59%、有価証券報告書及び適時開示資料について 58%、株主総会

招集通知について 56%となり、これらの資料の開示を求める意向が強いことが明らかと

なりました。さらに、英文開示のタイミングについて、決算短信、適時開示資料、株主

総会招集通知の順に高い割合で、同時開示が必要と回答しました。一方で、有価証券報

告書、アニュアルレポート、ESG 報告書、IR 説明会書き起こし等については、同時開

示の要請は比較的低く留まりました。また、英文開示を優先的に取り組むべき資料とし

ては、IR 説明会資料、決算短信を上位に挙げる回答が特に多くみられました。 

各企業においては、本調査結果の内容も参照し、特に優先順位の高い資料から更なる

英文開示の充実を図るとともに、開示のタイミングの一層の早期化を検討することが求

められます。 

 

＜参考資料＞ 

東証：「英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果の公表について」（2023 年 8 月 31

日） 

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20230831-01.html 

 

 

 

 

7. 危機管理・コンプライアンス：誹謗中傷等の違法・有害情報への対

策に関するワーキンググループ、今

後の検討の方向性を公表 
 

総務省は、2023 年 9 月 4 日、「プラットフォームサービスに関する研究会 誹謗中傷

等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ 今後の検討の方向性」（「今

後の検討の方向性」）を公表しました。 

インターネット上で誹謗中傷を受けた被害者が投稿の削除を求める方策としては、プ

ラットフォーム事業者等を相手方とする裁判手続（仮処分等）による削除と、プラット

フォーム事業者が定める利用規約等に基づく裁判外での削除の 2 つの手段があります。

しかし、今後の検討の方向性においては、裁判手続には金銭的・時間的コストがかかる

ため、違法・有害情報の流通による被害の発生の低減や被害回復をより簡易・迅速に行

うためには、プラットフォーム事業者の利用規約に基づく自主的な削除が迅速かつ適切

パートナー 石井 裕介 

 03-5223-7737 

 yusuke.ishii@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 香川 絢奈 
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に行われるようにすることが必要であるとの観点から、事業者の責務、削除等の基準の

策定・公表等の違法情報の流通低減のための枠組み等について検討されています。 

具体的には、①プラットフォーム事業者には、個別の情報の流通及びその違法性を

知ったときやその違法性を知るに足る相当の理由があるときは、表現の自由を過度に制

限することがないよう十分に配慮しつつ、迅速かつ適切に削除を行う等の責務を課すべ

きであるとした上で、その責務の実効性・透明性を確保するため、海外事業者、国内事

業者を問わず、投稿の削除等に関する判断基準や手続に関する「削除指針」を策定・公

表させるほか、削除申請の窓口や手続の整備を求めるべきである等としているほか、②

個別の違法・有害情報に関する罰則付きの削除義務、違法情報の流通の監視義務等を課

すことについては慎重であるべきであるとした上で、送信防止措置請求権の明文化等に

ついて検討を行う必要があるとしています。 

このうち、プラットフォーム事業者にとって特に重要となるのは、「削除指針」の策

定・公表の義務付けと思われます。今後の検討の方向性では、削除指針を詳細に定め公

表することにより、悪意ある投稿者によって悪用され、削除指針を参考に削除対象とな

ることを避けながら投稿するということが行われ得ることから、「削除指針」の策定に

当たっては、求める記載の粒度について留意する必要があるほか、海外事業者について

は、グローバルポリシーとは別に、日本の法令や被害実態に則した「削除指針」を別途

策定、公表させることを含め、「削除指針」の形式や内容については、引き続き検討す

ることが必要であるとされています。 

インターネット上における誹謗中傷等の違法・有害情報の流通は大きな社会問題と

なっておりますが、一方で、表現の自由との関係や現実的にプラットフォーム事業者が

どこまで対応できるのかといった問題があります。今後の検討の方向性は、プラット

フォーム事業者による取組みの方向性を示すものとして、どのような形式・内容の規律

として具体化されるのか、注意が必要と思われます。 

 

 

 

 

8. 一般民事・債権管理：経済産業省・金融庁・財務省、「挑戦する中小

企業応援パッケージ」を公表 

 

経済産業省、金融庁及び財務省は、本年 8 月 30 日、「挑戦する中小企業応援パッケー

ジ」（「本パッケージ」）を公表しました。これは原材料・エネルギー価格等の高騰や円

安、人手不足の影響等により依然として厳しい状況に置かれている事業者が数多く存在

パートナー 藤津 康彦 

 03-6212-8326 

 yasuhiko.fujitsu@mhm-global.com 

カウンセル 山田 徹 
 03-6266-8747 

 toru.yamada@mhm-global.com 
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することを踏まえ、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援や挑戦意欲がある中小企業

の経営改善・再生支援の強化を図るため策定されたものです。 

本パッケージでは、債権管理実務に影響を与えるものとして、①私的整理時における

取扱いが問題となっていたいわゆる「コロナ資本性劣後ローン」について、私的整理時

であっても一定の場合（例：民間金融機関が協調融資の際に既存債権を劣後化している

場合）には劣後化されることがあり得ることを明らかにし、コロナ資本性劣後ローンの

運用を明確化すること、②金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化を含

む「経営者保証改革プログラム」の実行や事業成長担保権の創設等により経営者保証改

革を促進すること、③第三者支援専門家補佐人の選定要件の緩和等により「中小企業の

事業再生等に関するガイドライン」の運用改善を目指すこと等が明らかにされています。 

本パッケージを踏まえ、今後どのような制度改革が行われるのか動向を注視する必要

があります。 

 

＜参考資料＞ 

経済産業省「挑戦する中小企業応援パッケージ」 

https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230830002/20230830002-1.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. M&A：中小企業庁、改訂版中小 M&A ガイドラインを公表 
 

中小企業庁は、中小 M&A ガイドラインの初版の公表から 3 年程度経過し、新たに見

えてきた課題に対応するため、2023 年 9 月、中小 M&A ガイドラインの改訂版を公表し

ました。 

近年中小企業の後継者不足に対する対応策として中小 M&A の市場が急速に拡大し、

マッチング支援や M&A の手続進行に関する総合的な支援を専門に行う M&A 専門業者

（主に仲介者・FA）が増加する中で、M&A 専門業者に関する課題（契約内容や手数料

のわかりにくさ、質の低さ等）が見受けられるようになったことから、今回の改訂にお

いて、M&A 専門業者に関する留意点が拡充されました。改訂の主なポイントとして、

(1)M&A 専門業者の手数料（レーマン方式等）の留意点や最低手数料の金額の分布状況

の整理、(2)M&A 専門業者に善管注意義務（忠実義務）及び職業倫理の遵守が求められ

ることの明記・M&A 専門業者の質の確保・向上に向けた取組の紹介、(3)仲介契約等の

締結前に書面による重要事項の説明が必要であることの明記、(4)仲介契約等における候

パートナー 片桐 大 
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補先との M&A 専門業者を介さない直接の接触・交渉を禁じる旨の条項における留意点

の追加が挙げられています。 

依然として中小企業における後継者不足の問題は深刻であり、後継者不在を理由とし

た廃業による経営資源の散逸、地域経済の衰退等を防ぐために、改訂版中小 M&A ガイ

ドラインの活用により、中小企業 M&A をより一層促進していくことが期待されます。 

 

＜参考資料＞ 

「中小 M&A ガイドライン（第 2 版）」 

https://www.meti.go.jp/press/2023/09/20230922004/20230922004-b.pdf 

 

 

 

 

10. キャピタル・マーケッツ：S-1 方式に関する開示府令等改正案に係

るパブリックコメント結果が公表 
 

金融庁は、2023 年 9 月 15 日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に

対するパブリックコメントの結果等を公表しました（「本パブコメ」）。本パブコメは、

同年 6 月 30 日に公表された上場承認前に提出される有価証券届出書（承認前届出書、

いわゆる S-1 方式）に係る企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正（「本改正」）に

ついてのものです。 

有価証券届出書においては上場日程等を記載する必要があるため、それが確定する上

場承認日に有価証券届出書の提出を行うのが従来の実務であり、また、金融商品取引法

上の事前勧誘規制との関係から、有価証券届出書の提出前に投資家に対する需要調査を

行うことはできないため、IPO の実務では、機関投資家への需要調査は国内では上場承

認日以降に行われてきました。もっとも、こうした実務がアンダープライシングの一因

ではないかとの指摘があり、かかる指摘を受けた本改正により、承認前届出書に関する

ルールが整備され、株式数や価格に関する記載を省略し、また、上場日程について一定

の幅を持った記載としたまま、有価証券届出書を提出することが可能となり、上場承認

前における投資家への需要調査の実施が可能となりました。 

他方で、本改正では、承認前届出書は上場承認前に機関投資家に対して需要調査を行

うために提出されるものであることに鑑み、その旨や「募集又は売出しの相手方」を明

記することとされました。承認前届出書の提出時点で投資家の名称や数まで特定して開
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示することは実務上困難であるところ、本パプコメでは、かかる相手方について、具体

的な個社の名称の記載までは不要であると示されています（No.5～8）。 

また、承認前届出書の提出以降実際の上場承認までの時期が長期に及び、承認前提出

書の提出日の属する事業年度と実際の上場承認日の属する事業年度が異なる事業年度

に跨ることも想定されるところ、本パブコメでは、投資家の投資判断に重要な情報を提

供する観点から、事業年度（X 年度）経過後 3 ヶ月間を超えた時点においては、前事業

年度（X-1）年度に係る発行会社の財務情報や企業情報のみが記載された承認前届出書

を用いて、投資家に対して価格目線に関するヒアリングを行うことは適切ではなく、か

かる場合には、例えば、当該承認前届出書を取下げ、X 年度の財務情報や企業情報を記

載した承認前届出書を新たに提出することが考えられるとしています（No.21～22）。 

本改正による新たな制度については、IPO の実務に重要な影響を及ぼすものであり、

本パブコメ結果も十分に理解した上で実務上の対応にあたる必要があります。本改正の

内容については、当事務所の CAPITAL MARKETS BULLETIN「IPO における上場日程

の期間短縮のための新たな制度（S-1 方式）に関する開示府令等の改正案の公表」（Vol. 

74）もご参照ください。 

 

 

 

 

11. 税務：経産省、令和 6 年度税制改正要望においてストックオプショ

ン税制の拡充を要望 
 

2023 年 8 月 31 日、経済産業省は令和 6 年度税制改正要望書を公表し、その中の No.12

において「特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的

利益の非課税等（ストックオプション税制）の拡充」について要望を行いました（「本

要望」）。 

本要望においては、「税制適格ストックオプションの株式保管委託要件が M&A 等の場

面において制約になっている」ことや、「社外高度人材への税制適格ストックオプショ

ン付与のためには、一定の要件を満たすスタートアップに限定され、かつ中小企業等経

営強化法による計画認定が必要となるが、対象者の範囲が狭く、認定に伴う手続がス

タートアップの負担になっているとの声がある」ことから、「スタートアップ企業の人

材獲得力向上のため」、「株式保管委託要件の撤廃、社外高度人材への付与要件の緩和・

認定手続の軽減、権利行使限度額の大幅な引き上げ又は撤廃その他の利便性向上のため

の所要の措置を講じる」とされております。上記の措置につき詳細はまだ明らかにされ

パートナー 鈴木 克昌 

 03-6212-8327 

 katsumasa.suzuki@mhm-global.com 

シニア・アソシエイト 森田 理早 
 03-6213-8124 

 risa.morita@mhm-global.com 
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ていないものの、実務上大きな影響を及ぼし得るものですので、引き続き今後の動向が

注目されます。 

なお、本要望の背景となっている近時のストックオプション税制に係る議論につきま

しては、当事務所の TAX LAW NEWSLETTER 2023 年 2 月号（Vol.55）でもご紹介して

おりますのでご参照ください。 

 

＜参考資料＞ 

「令和 6 年度税制改正要望書」（地方税）（経済産業省 HP） 

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2024/zeisei_r/pdf/chihozei.pdf 

 

 

 

 

12. 中国・アジア（ベトナム）：労働許可証の取得に関するルールの変更 
 

ベトナムでは、2023 年 9 月 18 日、ベトナムにおいて就労する外国人労働者及びベト

ナムにおいて外国（法）人の下で就労するベトナム人労働者に関する政令

No.152/2020/ND-CP（「旧政令」）を改正する政令 No.70/2023/ND-CP（「本政令」）が公

布・施行され、労働許可証の取得要件や取得手続に関するルールが変更されました。 

 

(1) 外国人労働者の就労要件の緩和・明確化 

 

ベトナム労働法上、外国人労働者の雇用は、管理者（Manager）・業務執行者

（Executive Director）・専門家（Expert）・技術者（Technician）のいずれかのポジショ

ンであり、かつベトナム人では当該企業における生産・業務上の必要性を充足できな

い場合に認められています。これに伴い、企業が外国人労働者をベトナムにおいて雇

用しようとする場合には、（一定の例外事由に該当する場合を除き）①労働当局に対

して外国人の雇用需要があることを説明しその旨の書面承認（Approval of Foreign 

Labor Use：外国労働者需要承認）を得た上で、②当該従業員が上記いずれかのポジ

ションに該当することを示す書類を提出して労働許可証（work permit）を取得させる

必要があります。 

新政令では、上記の業務執行者（Executive Director）、専門家（Expert）及び技術

者（Technician）の定義が緩和ないし明確化されました。 
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ポジション 旧政令 新政令 

業務執行者 

Executive Director 

ある機関・組織・企業の下部

部門の長であり、その部門を

直接運営する者 

 

以下のいずれかに該当するこ

と 

• 企業の支店・駐在員事務

所・事業所の責任者 

• ある機関・組織・企業の少

なくとも 1 つの領域の長か

つ直接の管理者であって、

当該機関・組織・企業の長

の直接の指揮及び管理下に

ある者 

専門家 

Expert 

• ベトナムで就業を予定する

分野に関して学士以上の学

歴を有し、かつ同分野にお

いて 3 年以上の勤務経験を

有する者 

• ベトナムで就業を予定する

分野において 5 年以上の勤

務経験を有し、かつその実

務証明書を有する者 

• 労働省傷病兵社会省の提案

に基づき首相が決定した他

の外国人労働者 

• 学士以上の学歴を有し、か

つベトナムで就業を予定す

る職種に適した 3 年以上の

勤務経験を有する者 

 

• 変更なし 

 

 

 

• 変更なし 

 

技術者 

Technician 

 

• 一定の技術分野又はそれ以

外の専門分野について 1 年

以上の訓練を受け、かつ同

分野で 3 年以上の勤務経験

を有する者 

• ベトナムで就業を予定する

職務分野に適した職務にお

いて 5 年以上の勤務経験を

有する者 

• 1 年以上の訓練を受け、かつ

ベトナムで就業を予定する

職務上の地位に適した 3 年

以上の勤務経験を有する者 

 

• 変更なし 

 

 

とりわけ、従来より、専門家について旧政令で要求されていた「ベトナムで就業を

予定する分野に関して学士以上の学歴」を有するとの要件や、技術者について旧政令

で要求されていた、1 年以上の訓練を受けた分野と「同分野で」3 年以上の勤務経験

を有するとの要件については、日本を含む諸外国では（高等）教育機関での専攻や訓

練内容と企業において実際に従事する職務内容が合致しないことも多いことから、派
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遣予定の駐在員がこれらを満たすことができない事例が頻発し、不合理な要件である

として緩和を求める声が多く上がっていました。新政令は、これらの要件を緩和した

ものと評価されます。 

 

(2) 外国人労働者の採用手続の厳格化 

 

上記(1)で触れたとおり、ベトナムにおいて企業が外国人労働者を雇用するために外

国人労働者の労働許可証を取得するためには、（一定の例外事由に該当する場合を除

き）労働当局に対して外国人労働者の雇用需要があることを説明しその旨の書面承認

（Approval of Foreign Labor Use：外国労働者需要承認）を得る必要があります。 

新政令では、2024 年 1 月 1 日以降、労働当局に対して外国労働者需要承認の取得

申請をする少なくとも 15 日前に、当該職種へのベトナム人労働者の採用募集を、労

働当局又は雇用サービスセンター上の電子情報ポータルに掲載しなければならず、こ

れによってベトナム人労働者を採用することができなかった場合に、外国労働者需要

承認の取得手続を進めることができるとされています。 

 

以上のほか、新政令では、おおむね、労働許可証取得のための申請書類等について主

に手続を簡略化する方向での変更が加えられています。他方で、上記(2)のように、外国

人労働者の労働許可証を取得する際の手続的負担を増やす改正も盛り込まれているこ

とから、今後の実務に与える影響については注視する必要があると考えられます。 
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パートナー 眞鍋 佳奈 
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パートナー 岸 寛樹 
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パートナー 西尾 賢司 
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アソシエイト 大西 敦子 

 +84-24-3267-4107（ハノイ） 

 atsuko.onishi@mhm-global.com 

アソシエイト 湯浅 哲 

 +84-28-3622-2613（ホーチミン） 

 tetsu.yuasa@mhm-global.com 
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13. 新興国（中東）：サウジアラビアの成文民法典制定 
 

2023 年 6 月 19 日、サウジアラビアにおける民事・商取引を規定する成文民法典（KSA 

Civil Code）が制定されました。同民法典は 7 つの章と 720 の条文からなり、サウジア

ラビア最大級の法典の 1 つです。同民法典の制定は、サウジ・ビジョン 2030 達成の取

組みの一環であるとみられています。 

1932 年にサウジアラビア王国が成立して以来、同国における契約関係は、基本的に

はコーランとスンナの原理に由来するイスラム法（シャリーア）に準拠していました。

シャリーアは成文化されていない法典であり、特定の状況下において適用されるべき

ルールが明確にされないまま必ずしも一貫性のない適用がなされていたため、契約の見

通しや裁判所の審理の結果の予測が困難な状況となっていました。今回の民法典制定に

より、この状況が改善することが見込まれます。 

新民法典においては、契約の本質的要素（当事者は合意した契約条件に拘束されるこ

と）、契約の成立・有効性、不可抗力による契約の修正・解除、権利濫用の禁止、解除・

取消し、時効、損害賠償に関する規定等、契約に関する基本的な事項が網羅的に定めら

れています。なお、サウジアラビアには商取引契約に適用される Commercial 

Transaction Law がありますが、同法と新民法典が抵触した場合には、Commercial 

Transaction Law が優先することになるとされています。 

同民法典は、2023 年 12 月 16 日に効力を生じる予定であり、前文には、同民法典は

施行日からすべての契約に適用されると定められています。そのため、施行日である

2023 年 12 月 16 日以降に締結される契約については勿論、2023 年 12 月 16 日よりも

前に締結された契約についても、同民法典が遡及適用されることとなります。但し、施

行日前に締結された契約については、当事者がシャリーアと新民法典が矛盾することを

証明した場合には、例外的に同民法典は遡及適用されないこととなります。この場合の

立証責任は、当該契約についてシャリーアへの依拠を求める当事者側が負うこととなり

ます。 

今回の新民法典の制定は、サウジアラビアが加盟している各協定に順応し、グローバ

ルな取引の最前線に立つという同国の姿勢を反映しているものと思われます。サウジア

ラビアとの取引を行っている日本企業にとっては、新民法典の制定により、契約の内容

及び解釈に関する透明性と予測可能性が高まることが期待されます。 
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パートナー 辰野 嘉則 

 03-6266-8785 

 yoshinori.tatsuno@mhm-global.com 

アソシエイト 伊賀 慧 

 03-5220-1833 

 satoshi.iga@mhm-global.com 

 

14. 国際訴訟・仲裁：米国連邦最高裁判所が国際仲裁における米国ディ

スカバリーの利用可能性について判示 
 

米国連邦法では、米国の連邦地方裁判所が、「foreign and international tribunal」で使

用するために証拠の提出等を命じる権限があると規定し（28 U.S.C. §1782）（「1782

条」）、一定の要件を満たした場合、米国外の紛争解決手続においても米国のディスカバ

リー（広範な文書開示や証人の証言録取等の手続）を命じることを認めています。しか

し、同条にいう「foreign and international tribunal」に国際商事仲裁や投資協定仲裁が

含まれるかについては、米国の控訴裁判所間でも意見が分かれていました。 

米国連邦最高裁判所は、2022 年 6 月 13 日、ZF Automotive US, Inc., et al. v. Luxshare, 

Ltd.事件の上告審において、米国外での国際商事仲裁につき、1782 条の適用による米国

ディスカバリーの利用を否定しました。 

上記判断の理由として、米国連邦最高裁判所は、1782 条の「foreign tribunal」や

「international tribunal」という文言、同条の制定目的や改正経緯、及び国内仲裁と国際

仲裁の均衡（米国内の仲裁でもディスカバリーの利用に一定の制約があること）等に照

らして、同条にいう「foreign and international tribunal」とは、一又は複数の国から政

府権限を付託されたものを指し、私的な判断主体はそれらに含まれないと指摘していま

す。 

米国訴訟においては、しばしば多大な費用・労力を要するディスカバリー制度が当事

者の負担となるため、日本企業としては米国訴訟を回避したいとの要請があり、それが

証拠開示手続の負担が比較的軽い国際仲裁を選択する動機の一つでした。本判決は、米

国外の国際商事仲裁における米国のディスカバリーの利用可能性を否定したことで、日

本企業としても、国際商事仲裁において不意に米国のディスカバリーに巻き込まれる可

能性が低くなったといえ、実務上の意義が大きい判決といえます。 

なお、上記事件は、国際商事仲裁に関する事件と別に、リトアニア・ロシア間の投資

協定に基づくアドホック仲裁（特定の仲裁機関を用いない仲裁）の手続に関連して、同

投資協定仲裁に利用するために米国ディスカバリーの利用が申し立てられた、

AlixPartners, LLP, et al. v. Fund for Protection of Investors’ Rights in Foreigns States 事

件が併合されたものでした。本判決は、国家間の投資協定を根拠とする仲裁であっても、

同事件のアドホック仲裁廷は政府権限を付託されたものとはいえないとして、1782 条

の適用を否定しました。しかし、投資協定や条約等の趣旨如何により、仲裁廷が政府権

限を付託されていると解釈し得るケースでは、1782 条が適用される余地は否定されて

いません。そのため、例えば国際的な条約に基づき設置された投資紛争解決国際セン

ター（ICSID）における仲裁への 1782 条の適用可能性については、今後の米国判例の

展開が注目されます。 
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15. 国際通商／経済安全保障：米国、CHIPS プラス法の国家安全保障

ガードレールを実施する最終規則を発表 

 

2023 年 9 月 22 日、米国商務省は CHIPS and Science Act（CHIPS プラス法）の国家

安全保障ガードレールを実施する最終規則を発表しました。2023 年 9 月 25 日に公示さ

れ、2023 年 11 月 24 日から有効となる予定です。 

CHIPS and Science Act は、約 520 億米ドルの連邦補助金を対象企業に提供するもの

で、半導体サプライチェーンを米国内に再集中させることを目的としており、資金提供

先が中国、ロシア等の米国政府が国家安全保障上のリスクとみなす懸念国（Countries of 

Concern）で半導体製造や開発を拡大することを制限しています。 

 国家安全保障ガードレールを実施する最終規則は①CHIPS 資金受領者が懸念国にお

いて半導体製造能力の重大な拡張をすることを 10 年間禁止すること、②資金受領者が

懸念外国事業体（Foreign Entities of Concern）との特定の共同研究又は技術供与を制限

しています。 

上記の①については、最終規則では、懸念国での半導体製造施設の重大な拡張の禁止

には、前工程及び後工程に関わる施設だけでなく、ウエハー製造施設も含まれることを

明記しています。「重大な拡張」とは、施設の生産能力を 5%以上増加させることと定義

されています。 

上記の②については、最終規則では、対象事業体が、国家安全保障上の懸念のある技

術や製品に関連して、懸念外国事業体との間で共同研究や技術供与を行うことを制限し

ています。懸念外国事業体には、懸念国に所有・支配され又はその管轄・指示に服して

いる企業のほか、財務省外国資産管理室（OFAC）の SDN リスト、商務省産業安全保

障局（BIS）のエンティティリスト及び財務省の中国軍産複合体企業（NS-CMIC）リス

トに掲載されている企業等が含まれます。最終規則では、特定の半導体チップを国家安

全保障にとって重要なものとして明確に分類しているため上記の②の対象となります。 

これらのガードレールに違反した場合、国防総省は連邦政府から支給された資金援助

の全額を取り返すことができることになります。 

今後、CHIPS and Science Act に基づき米国からの資金援助を受ける場合には、既存

又は将来の中国事業等にも大きな影響が出る可能性があり、総合的かつ慎重な検討が必

要となります。 

 

 

  
パートナー 梅津 英明 

 03-6212-8347 

 hideaki.umetsu@mhm-global.com 

外国弁護士 髙松 レクシー 

 03-6266-8788 

 lexi.takamatsu@mhm-global.com 
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セミナー情報  https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html 

➢ セミナー  『Web3・メタバース領域とソフトロー』 

開催日時  2023 年 10 月 10 日（火）18:20～20:05 

講師    増田 雅史 

主催    一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 

 

➢ セミナー  『有価証券報告書における「サステナビリティ」開示 セミナー』 

視聴期間  2023 年 10 月 11 日（水）～2023 年 11 月 10 日（金） 

講師    宮田 俊 

主催    宝印刷グループ／株式会社宝印刷 D&IR 研究所 

 

➢ セミナー  『2024 年に向けて、サイバーセキュリティ最新情報や多様化する 

脅威への対処法&防止策「サイバー・フィジカル・セキュリティの

重要性の高まりと法規制～自動車等の製品安全に関する法規制を

中心に～」』 

開催日時  2023 年 10 月 11 日（水）16:15～16:45 

講師    蔦 大輔 

主催    RSA Security Japan 合同会社 NetWitness 事業部 

 

➢ セミナー  【申込受付中】『「ビジネスと人権」分野別連続ウェビナー：特別回 

「EU における人権 DD の最新動向と日本の実務に対する示唆～

CSDDD が日本企業に与え得る影響も踏まえて～』 

開催日時  2023 年 10 月 12 日（木）15:00～16:45 

講師    【Jaekel Consulting AB】Théo Jaekel 弁護士 

【森・濱田松本法律事務所】梅津 英明、田中 亜樹、御代田 有恒、 

白井 俊太郎、足立 悠馬 

主催    森・濱田松本法律事務所 

上記のセミナーにつきましては、※会員制ポータルサイト「MHM マイページ」

にてお申込みを受け付けております（申込期限：2023 年 10 月 6 日（金））。 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

➢ セミナー  『第 5216 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「SPC を利用した市 

街地再開発事業の実務～難解な市街地再開発事業の解説と SPC 利

用の留意点～」』 

開催日時  2023 年 10 月 13 日（金）13:30～15:30 

講師    内津 冬樹 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/index.html
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1442
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『GX 時代における再生可能エネルギー事業の最新動向』 

開催日時  2023 年 10 月 13 日（金）13:30～15:30 

講師    野間 裕亘 

主催    一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター（福島県委託 

事業） 

 

➢ セミナー  『第 5214 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「激変する中国労働 

事情と日本企業の対応策」』 

開催日時  2023 年 10 月 17 日（火）13:30～16:30 

講師    五十嵐 充 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『広報・企業ブランディング担当者がおさえるべき法律実務～広報 

に関する法律の基礎知識から危機管理、トラブル対応策まで解説～』 

開催日時  2023 年 10 月 17 日（火）14:00～17:00 

講師    佐々木 奏 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『Web3 領域における海外規制動向』 

開催日時  2023 年 10 月 17 日（火）18:20～20:05 

講師    増田 雅史、尾登 亮介 

主催    一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 

 

➢ セミナー  『カーボンニュートラル実現のための法務～環境価値取引のポイン 

トから近時注目される水素・アンモニア混焼及び蓄電池の動向まで

～』 

開催日時  2023 年 10 月 18 日（水）13:30～16:30 

講師    木山 二郎 

主催    金融財務研究会 

 

➢ セミナー  『無線従事者フォローアップ研修 電気通信事業研修コース（令和 

5 年度）「サイバーセキュリティ基本法」』 

開催日時  2023 年 10 月 19 日（木）15:30～17:00 

講師    蔦 大輔 

主催    公益財団法人日本無線協会 
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➢ セミナー  『日系企業が押さえておくべき中国労働法（懲戒・解雇）の実務～ 

中国における懲戒・解雇の基本的な法制度や事例紹介を含む実務を

徹底的に解説～』 

開催日時  2023 年 10 月 20 日（金）14:00～17:00 

講師    五十嵐 充 

主催    一般社団法人企業研究会 

 

➢ セミナー  『不正・不祥事発覚時の初動対応～監査役等として押さえておくべ 

きスキル・知識～』 

開催日時  2023 年 10 月 23 日（月）13:00～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    公益社団法人 日本監査役協会 

 

➢ セミナー  『Web3・メタバースの政策動向と将来展望』 

開催日時  2023 年 10 月 24 日（火）18:20～20:05 

講師    増田 雅史 

主催    一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 

 

➢ セミナー  『ESG 不動産投資と再エネ電源開発の最新動向・データセンター 

も題材として』 

開催日時  2023 年 10 月 25 日（水）10:00～12:30 

講師    蓮本 哲、野間 裕亘 

主催    株式会社セミナーインフォ 

 

➢ セミナー  『第 5224 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「外国投資信託の公 

募・私募、継続業務から法的論点・留意点まで～特定投資家私募制

度に係る改正などの最新トピックを含めて詳説～」』 

開催日時  2023 年 10 月 25 日（水）13:30～15:30 

講師    中野 恵太 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 5228 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「上場企業エクイ 

ティ・ファイナンス 基礎からの徹底講座」』 

開催日時  2023 年 10 月 31 日（火）13:30～15:30 

講師    宮田 俊 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 
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➢ セミナー  『不正・不祥事発覚時の初動対応～監査役等として押さえておくべ 

きスキル・知識～』 

開催日時  2023 年 11 月 1 日（水）13:00～16:30 

講師    山内 洋嗣 

主催    公益社団法人 日本監査役協会 

 

➢ セミナー  『第 5232 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「買収ファイナンス 

の基礎と実務上のポイント～レンダー及びスポンサーの双方の観

点から解説～」』 

開催日時  2023 年 11 月 7 日（火）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 

文献情報      https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html 

➢ 本 『中小企業の事業再生等に関するガイドラインのすべて』（2023 年 

9 月刊） 

 

出版社   株式会社商事法務 

著者    山崎 良太（共著） 

 

➢ 本 『ゼロからわかる生成 AI 法律入門』（2023 年 9 月刊） 

 

出版社   株式会社 朝日新聞出版 

著者    増田 雅史、輪千 浩平（編著）、上村 哲史、田中 浩之、篠原 孝典、

上田 雅大、北山 昇、加藤 瑛子、田野口 瑛、堺 有光子、佐藤 真

澄、瀧山 侑莉花、梛良 拡、松井 佑樹（共著） 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/publications/index.html
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➢ 本 『暗号資産の法律（第 2 版）』（2023 年 10 月刊） 

 

出版社   株式会社中央経済社 

著者    増島 雅和、堀 天子（編著）、江平 享、増田 雅史、石橋 誠之、白

根 央、岡野 智、尾登 亮介、寺井 勝哉（共著） 

 

➢ 論文    「大量保有報告制度における保有目的の開示の論点」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2334 

著者    越智 晋平 

 

➢ 論文    「上場会社における機関設計の選択の現在地と将来の展望」 

掲載誌   旬刊商事法務 No.2336 

著者    太子堂 厚子 

 

➢ 論文    「中国最新法律事情（275）中国「対外関係法」について」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.51, No.8 

著者    鈴木 幹太、森 康明、沈 暘（共著） 

 

➢ 論文    「WTO アンチダンピング等最新判例解説（98）［日本］AD 調査に 

おける中国産品を対象とした正常価額の算出、及び調査対象産品拡

大時の対応等～中華人民共和国及び大韓民国産溶融亜鉛めっき鉄

線に係るアンチダンピング調査～」 

掲載誌   国際商事法務 Vol.51, No.8 

著者    高宮 雄介 

 

➢ 論文    「個人情報の利活用における実務上の課題（4）金融機関における 

言語生成 AI の活用と個人情報保護法上の留意点」 

掲載誌   金融法務事情 No.2214 

著者    小川 智史（共著） 

 

➢ 論文    「個人情報の利活用における実務上の課題（1）預金業務に関連す 

る個人データの第三者提供・開示」 

掲載誌   金融法務事情 No.2214 

著者    城戸 賢仁 
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➢ 論文    「知財判例速報 特許権侵害と属地主義の原則―ドワンゴ対 FC2 シ 

ステム特許事件（控訴審）（知財高判令和 5・5・26）」 

掲載誌   ジュリスト No.1588 

著者    田中 浩之 

 

➢ 論文    「監査等委員会設置会社への移行の在り方―移行するか否かの検討 

ポイントと設計・運営上の留意点―」 

掲載誌   月刊監査役 754 号 

著者    渡辺 邦広 

 

➢ 論文    「［企業法務］2023 年 6 月有価証券報告書における人的資本開示の 

事例分析」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.35 No.9 

著者    奥田 亮輔、大屋 広貴（共著） 

 

➢ 論文    「［座談会］株主アクティビズムと 2023 年 6 月の株主総会の振り 

返り」 

掲載誌   MARR online 347 号 

著者    内田 修平 

 

➢ 論文    「「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」グローバル個人情報保護規制（10） 

個人情報の越境移転①（日本の越境移転規制／グローバル対応総

論）」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.195 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇、相川 勇太（共著） 

 

➢ 論文    「「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」グローバル個人情報保護規制（11） 

個人情報の越境移転②（GDPR における域外移転規制）」 

掲載誌   会社法務 A2Z No.196 

著者    田中 浩之、蔦 大輔、北山 昇、相川 勇太（共著） 

 

➢ 論文    「Q&A 生成 AI をめぐる法的問題点 基礎・仕組み・有用性・限界 

を解説」 

掲載誌   月刊金融ジャーナル Vol.64 No.9 

著者    田中 浩之 
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➢ 論文    「敵か、味方か…「生成 AI」による働き方改革に備えよ」 

掲載誌   企業実務 No.876 

著者    田中 浩之、上田 雅大、松井 佑樹（共著） 

 

➢ 論文    「生成 AI の可能性と法的論点」 

掲載誌   銀行法務 21 No.902 

著者    田中 浩之、堺 有光子（共著） 

 

➢ 論文    「中国ビジネス Q&A 対外関係法とは？」 

掲載誌   日中経協ジャーナル 2023 年 9 月号 

著者    石本 茂彦 

 

➢ 論文    「特集／米中等の対抗法制の動向〈1〉「経済的威圧」に対する対抗 

措置に関する国際的検討状況と課題」 

掲載誌   CISTEC ジャーナル 2023 年 7 月号 

著者    大川 信太郎 

  

➢ 論文    「民事裁判における情報・証拠収集手段の拡充に向けて―早期開示 

命令制度について― 日弁連主催シンポジウム報告」 

掲載誌   判例時報 No.2560 

著者    関戸 麦 

 

➢ 論文    「特別対談 経済安保（第二の柱）制度運用開始までに金融機関が 

準備すべきこと」 

掲載誌   金融 IT フォーカス 2023 年 9 月号 

著者    梅津 英明 

 

➢ 論文    「The Labour and Employment Disputes Review 6th Edition - Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Labour and Employment Disputes Review 6th Edition 

著者    荒井 太一、原田 昂（共著） 

 

➢ 論文    「The Shareholder Rights And Activism Review 8th Edition - Japan  

Chapter」 

掲載誌   The Shareholder Rights And Activism Review 8th Edition 

著者    松下 憲 
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➢ 論文    「International Comparative Legal Guide to: Construction &  

Engineering Laws and Regulations Japan 2023」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Construction &  

Engineering Law 2023 10th Edition 

著者    蓮本 哲、内津 冬樹、冨永 勇樹（共著） 

 

➢ 論文    「Global Legal Insights - Fintech 2023 - Vietnam Chapter」 

掲載誌   Global Legal Insights - Fintech 2023 

著者    西尾 賢司、ハ・ティ・ヅゥン、ニルマラン・アミルタネサン（共著） 

 

 

NEWS      https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html 

➢ ニューヨークオフィス業務開始のお知らせ  

森・濱田松本法律事務所は、2023 年 9 月 6 日より、ニューヨークオフィス（正

式名称：Mori Hamada & Matsumoto NY LLP）を開設し、業務を開始いたしまし

た。 

 

ニューヨークオフィスには、当事務所の経営トップの一人であり、海外に幅広い

ネットワークを有する松村 祐土 弁護士が代表パートナーに就任するとともに、

クロスボーダー案件に関し高い専門性、経験および実績を有するパートナーの加

賀美 有人 弁護士および鈴木 信彦 弁護士が常駐いたします。加賀美弁護士はク

ロスボーダーな競争法案件や不正調査・危機管理対応、鈴木弁護士はクロスボー

ダーM&A およびコーポレート業務にとりわけ精通しています。また、シニア・

アソシエイトの須納瀬 史也 弁護士および川本 健 弁護士も常駐いたします。 

 

当事務所は長年、米州とアジアにまたがる取引や紛争案件について、各地の法律

事務所と緊密に連携しながら助言を行ってまいりました。米州・米国は、クライ

アントの皆様にとって重要な市場であり続けると同時に、巨大なリーガル市場を

抱え、法的リスクもひと際大きい市場の一つといえます。とりわけニューヨーク

は、グローバル経済の中心地であるとともに、米州とアジアを結ぶ重要な拠点で

あることから、当事務所のニューヨークオフィスを通じて、現地法律事務所やク

ライアントの皆様との連携をより強固なものとし、双方の地域にまたがる多種多

様な法務需要に応じることのできる体制を充実させてまいります。 

 

ニューヨークオフィスは、当面、仮オフィスにて業務を行い、2023 年末を目途

に、本オフィスに移転する予定です。本オフィス移転時には改めてご案内させて

いただきます。 

 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/all/all/list.html
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➢ asialaw 2023-24 にて高い評価を得ました  

当事務所は asialaw 2023-24 にて Outstanding firm として紹介され、当事務所と

当事務所の弁護士が以下の分野及び業種において高い評価を得ております。 

さらにタイ（Chandler MHM Limited）、ミャンマー（Myanmar Legal MHM Limited）、

ベトナム、インドネシア（ATD Law in association with Mori Hamada & Matsumoto）

においても同様に高い評価を得ております。 

 

森・濱田松本法律事務所 

Japan 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 

・Capital markets (Outstanding) 

・Competition/antitrust (Outstanding) 

・Construction (Outstanding) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Outstanding) 

・Intellectual property (Highly recommended) 

・Investment funds (Outstanding) 

・Labour and employment (Outstanding) 

・Private equity (Highly recommended) 

・Regulatory (Outstanding) 

・Restructuring and insolvency (Outstanding) 

・Tax (Highly recommended) 

 

Industry sector 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Outstanding) 

・Energy (Outstanding) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Insurance (Highly Recommended) 

・Media and entertainment (Highly recommended) 

・Pharmaceuticals and life sciences (Recommended) 

・Real estate (Outstanding) 

・Technology and telecommunications (Recommended) 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance (Outstanding) 
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・Capital markets (Recommended) 

・Construction (Highly recommended) 

・Corporate and M&A (Outstanding) 

・Dispute resolution (Highly recommended) 

・Labour and employment (Highly recommended) 

・Restructuring and insolvency (Highly recommended) 

 

Industry sector 

・Aviation and shipping (Highly recommended) 

・Banking and financial services (Outstanding) 

・Consumer goods and services (Highly recommended) 

・Energy (Outstanding) 

・Industrials and manufacturing (Highly recommended) 

・Infrastructure (Outstanding) 

・Insurance (Recommended) 

・Real estate (Highly recommended) 

・Technology and telecommunications (Recommended)  

 

MYANMAR 

Practice area 

・General business law (Highly recommended) 

 

Industry sector 

・Energy (Highly recommended) 

・Infrastructure (Recommended) 

・Real estate (Recommended) 

 

弁護士 

JAPAN 

Practice area 

・Banking and finance 

- Elite practitioner: 佐藤 正謙 

- Distinguished practitioner: 石川 直樹、青山 大樹 

- Notable practitioner:岡谷 茂樹、末廣 裕亮 

 

・Capital markets 

- Elite practitioner: 鈴木 克昌 

- Distinguished practitioner: 尾本 太郎 
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- Notable practitioner: 藤津 康彦、根本 敏光 

 

・Competition/antitrust 

- Distinguished practitioner: 伊藤 憲二 

 

・Corporate and M&A 

- Elite practitioner: 石綿 学 

- Distinguished practitioner: 棚橋 元、大石 篤史 

- Notable practitioner: 土屋 智弘、松村 祐土、戸嶋 浩二、松下 憲 

- Rising star: 佐伯 優仁 

 

・Dispute resolution 

- Distinguished practitioner: 関戸 麦 

 

・Energy 

- Distinguished practitioner: 小林 卓泰 

 

・Infrastructure 

- Elite practitioner: 前田 博 

 

・Intellectual property 

- Distinguished practitioner: 三好 豊 

- Notable practitioner: 岡田 淳、田中 浩之 

 

・Investment funds 

- Elite practitioner: 三浦 健 

- Distinguished practitioner: 竹野 康造、大西 信治 

 

・Labour and employment 

- Distinguished practitioner: 高谷 知佐子 

 

・Private equity 

- Elite practitioner: 石綿 学 

- Distinguished practitioner: 棚橋 元 

 

・Real estate 

- Distinguished practitioner: 小澤 絵里子 

- Notable practitioner: 蓮本 哲 
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・Regulatory 

- Rising star: 山内 洋嗣、堀尾 貴将 

 

・Restructuring and insolvency 

- Elite practitioner: 藤原 総一郎 

- Notable practitioner: 稲生 隆浩 

 

・Tax 

- Distinguished practitioner: 大石 篤史 

 

Industry sector 

・Real estate 

- Distinguished practitioner: 尾本 太郎 

- Notable practitioner: 藤津 康彦 

 

・Pharmaceuticals and life sciences 

- Rising star: 堀尾 貴将 

 

THAILAND 

Practice area 

・Banking and finance 

- Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

- Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

- Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベック

ステッド 

- Rising Star: サランポーン・チャイアナン 

 

・Construction 

- Notable practitioner: デイビット・ベックステッド 

 

・Corporate and M&A  

- Distinguished Practitioner: アカラポン・ピチェードヴァニチョーク 

- Notable practitioner: 秋本 誠司 

 

・Dispute resolution 

- Notable practitioner: ワリー・シンシリクン 

- Rising star: ナティー・シーラチャルァン 
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・Real estate 

- Distinguished practitioner: タナナン・タマキァット 

 

Industry sector 

・Energy 

- Elite practitioner: ジェッサダー・サワッディポン 

- Distinguished Practitioner: ジョセフ・ティスティウォン 

- Notable practitioner: スパトラー・サターポンナーノン、デイビット・ベック

ステッド 

- Rising star: サランポーン・チャイアナン 

 

MYANMAR 

Practice area 

・Corporate and M&A 

- Senior statesman: キンチョー・チー 

 

VIETNAM 

Practice area 

・Corporate and M&A 

- Notable Practitioner: ハ・ティ・ヅゥン  

- Rising star: 西尾 賢司 

 

INDONESIA 

Practice area 

・Banking and finance 

- Notable Practitioner: アバディ・ティスナディサストラ 

 

➢ ALB Asia M&A Rankings 2023 にて高い評価を得ました  

Thomson Reuters が発行する ALB （Asian Legal Business） Asia 2023 年 9 月

号の特集記事 「ALB Asia M&A Rankings 2023」 にて、当事務所が高い評価を

受けました。さらに、タイ（Chandler MHM Limited）、ベトナムにおいても上位

グループにランキングされております。 

 

JAPAN Domestic：Tier 1 

Thailand：Tier 2 

Vietnam：Notable Firm 
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➢ インドネシアにおけるストラテジック・インテリジェンスサービス開始のご挨拶  

当事務所は、本年 7 月までインドネシア投資省ジャパンデスク担当として活動を

していた本間 久美子氏の参画を得て、インドネシアにおけるストラテジック・

インテリジェンスサービスの業務を開始いたしました。 

 

ストラテジック・インテリジェンスサービスは、インドネシア現地の政治・経済・

各種統計情報等をインドネシア語の一次情報から収集し、当該情報を多面的に分

析すること、当該分析結果を当地事情も踏まえて立体的に提供しつつ、必要に応

じた政府機関への働きかけについてもサポートすることを内容としたサービス

となります。 

 

業務開始に当たって本間 久美子からご挨拶を申し上げます。 

 

「この度、森・濱田松本法律事務所にてインドネシアにおけるストラテジック・

インテリジェンス・サービスを担当することとなりました本間でございます。 

 

インドネシア国立バンドン工科大学での 4 年に渡る博士共同研究を経て、在イン

ドネシア日本国大使館、ジャカルタ日本人商工会議所、インドネシア投資省（JICA

専門家）にて経済関連業務に従事してまいりました。特に日系企業が直面するイ

ンドネシアの投資規制動向のアップデートと、その適切な緩和に向けた政府渉外

を主軸に活動してきました。 

 

多様な情報と人脈を扱うインテリジェンス業務は信用を第一とする世界でもあ

り、皆様のビジネスに寄り添い成功につなげるためにも、新興国とのフェアで誠

実な関係構築を心がけております。 

 

皆様にとっての身近な外部専門家としてお役に立てるよう、常に情報のアンテナ

を高く保ち、フレッシュで確度の高い情報提供、インドネシアの事情も踏まえた

深い分析に努めてまいる所存です。 

 

本間 久美子」 

 

ストラテジック・インテリジェンスサービスの詳細については、こちらをご覧く

ださい。今後さらに日系企業の皆様のインドネシアにおけるビジネスの一助とな

るよう努めてまいります。 

 

➢ 増島 雅和 弁護士が独立行政法人情報処理推進機構（IPA・DADC） 「インキュ

ベーションラボ審査委員会」委員に就任しました 

https://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2023/128.html
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➢ 増島 雅和 弁護士が特許庁 令和５年度産業財産権制度問題調査研究「大学の知

財を活用したオープンイノベーション促進のためのモデル契約書に関する調査

研究」の検討に関する委員会委員に就任しました 

 

➢ 岡田 淳 弁護士が著作権と AI をめぐる政策に関して、文化庁文化審議会著作権

分科会法制度小委員会において、有識者として意見陳述を行いました 

 

 

 


